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栄東まちづくり協議会 1 月会議資料 

2022年 1 月 6日（木） 

栄東まちづくり協議会 

■議題 

1 防災・防犯講習会 

(1)委員が所属する団体等との契約の承認案件  

 

2 池田公園防災倉庫 

(1)委員が所属する団体等との契約の承認案件  

 

3 池田公園トイレリノベーション 

 

4 まちづくりビジョン策定 

 

5 街路灯仕組みの改善（行政提案） 

 

■報告 

・ 5丁目街路灯 

 

・ AED（自動動体外式除細動器）更新 

 

・ まちづくり事例研究 

 ①他地域の事例を学ぶ『錦 2 丁目のまちづくりを学ぶ講演会』 

 ②地域資源について学ぶ視察 『常滑 INAXライブミュージアム視察』 

 

・防犯カメラ一斉点検 

 

・協議会事務局電話番号の変更 

 

 

 

 



2 

 

議題； 

1 防災・防犯講習会 

ビル協会が主体となり、地域全体で防災・防犯意識を高めるため中区役所ホールで講習会

を実施している。昨年はコロナ禍の影響でアニメーション動画を作成・配信した。今年は

講習会の内容を動画にしてライブ配信と録画配信を行う。 

⚫ 講習テーマ（案） 

「災害に備える～日頃の心がけと準備～」中消防署予防課長 金森宏氏 

「ネット環境の防犯対策」中警察署生活安全課警部補 山本弘樹 

 

(1)委員が所属する団体等との契約の承認案件               

⚫ 栄東まちづくり協議会規約（会議） 

第 9条 会議は、委員をもって構成し、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。 

(1)事業計画及び予算に関すること。 

(2)事業報告及び決算に関すること。 

(3)事業計画に基づく事業の企画及び執行に関すること。 

(4) 規約の改正に関すること。 

(5)委員が所属する団体等との契約に関すること。 

(6)その他、協議会の運営に関すること。 

 

⚫ 講習会会場として栄メンバーズオフィスビルの貸し会議室を利用する。 

 

＜契約の相手方＞ 

 栄メンバーズオフィスビル 顧問 野田剛司 (栄東まちづくり協議会副会長/女子大小路ビル協会会長) 

 

＜契約内容＞ 

栄メンバーズオフィスビル 10 階セミナー室 4,950 円（税込）/1h 

3 月 2日（水）11時~16 時（準備時間含む） 4,950 円×5 時間＝24,750 円（税込） 

 

＜契約理由＞ 

講習会録画会場として適切なネット環境があり、演台・マイク等の備品も充実しており、

近隣の貸し会場より廉価なため。 

 

＜審議事項 1＞防災・防犯講習会会場として 栄メンバーズオフィスビルの貸し会議室

を利用してよろしいか。 
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2 池田公園防災倉庫 

(1)委員が所属する団体等との契約の承認案件  

⚫ 池田公園防災倉庫の注文と既存倉庫の撤去の依頼 

 

＜契約の相手方＞ 

 株式会社豊明堂 代表 近藤洋史 (栄東まちづくり協議会委員/栄東まちづくりの会事務局長) 

＜契約内容＞ 

防災倉庫（ヨド物置 LMD-2929HFシャッター式） 

693,000 円（税込） ※施工費、既存倉庫撤去費含む 

 

＜契約理由＞ 

同社は既存防災倉庫の設置と公園管理倉庫の建替えに協力しており、計測や設置に精通し

ている。さらに、同倉庫の購入と施工を他者と比較した所、廉価であったため、契約する。 

 

＜審議事項 2＞ 池田公園防災倉庫の建替えを株式会社豊明堂に発注してよろしいか。 

 

3 池田公園トイレリノベーション 

池田公園トイレ多目的室天井に中日ビルモザイクタイル『夜空の饗宴：矢橋六郎作』をつ

けるため、設計方針とスケジュール等について 10 月会議で確認した内容で進め、設計図

が完成し、工事費の見積りを入手した。 

■ 工事費  1,356,410円  参考：予算 572,000円（旧設計図を基にした工事費の予算） 

  ※上記工事を実施しても、事業費予算残額は約 2,000,000 円（12月末見込） 

    

＜審議事項 3＞上記の工事費用で池田公園トイレリノベーションを実施してよろしいか。 

 

4 まちづくりビジョン策定 

2018年度に作成した「まちづくりビジョン骨子（案）」にある施策の方向性が、まちづく

りビジョンの土台として、その目的と効果を共有できているか、新たな視点を入れて考え

るワークショップを別紙 1-P2 の通り開催する。 

＜スケジュール＞ 

1 月 7日 ～ 1月 17日  事務局：ワークショップの委託先の選定（見積りにて決定） 

       地域構成団体：ワークショップ参加者の調整  >> 防犯、防災、 

   環境美化活動に参加した人を 2、3 名選ぶ 

1 月末 ～ 3月末     ワークショップ開催（2 回程度） 

＜審議事項 4＞まちづくりビジョン策定にむけて、「まちづくりビジョン骨子（案）」の施

策の方向性を検討するワークショップを上記の通り開催してよろしいか。 

きょうえん 
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5 街路灯仕組みの改善（行政提案）別紙 2 

 

報告； 

・5丁目街路灯 

2020 年度に整備されず保管していた街路灯 1 本について、発展会会長に場所を調整してい

ただいたため、別紙 3の位置に整備する。 

 

・AED（自動動体外式除細動器）更新 

新しい AED を 12 月 17日（金）に池田交番に整備した。購入特典である無料講習会を 12

月まちづくりの会で実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・まちづくり事例研究 

①他地域の事例を学ぶ『錦 2丁目のまちづくりを学ぶ講演会』を 1月 27日（木）18 時 30

分から実施する。各地域構成団体から会員に対して開催案内を送って頂いている。 

 

②地域資源について学ぶ視察 『常滑 INAX ライブミュージアム視察』を 1月 29 日（土）

13時 30分から実施する。学芸員の展示解説を予約しており、各地域構成団体が参加者

（会員）の取り纏めを行っている。 

 

・防犯カメラ一斉点検 

従来、防犯カメラの不具合発生は少なく、不具合の疑いがあれば事務局で初期対応し、必

要に応じて修理を実施していたが、防犯カメラ整備 5 年を前に不具合と思われる箇所が多

発しているため、一斉点検を 1 月上旬に行う。点検で見つかった不具合について予算状況

に応じて修理を実施する。 

 

・協議会事務局 電話番号の変更 

協議会事務局の光回線契約の変更にともない、協議会事務局 電話番号が 2月初旬から変更

になる。2 月から 4 月まで現在の電話番号から新番号に転送される予定である。 

新電話番号：052-265-9332 （変更の日時は別途連絡） 



施策の方向

栄東地区まちづくりビジョン 骨子(案) 2018年度時点

まちづくりビジョン作成の目的 栄東地区の変遷

栄東地区の現状

栄四丁目・五丁目を中心とした栄東地区の環境整備に関する
まちづくり事業を、将来に渡って企画・実施していく上での
よりどころになるとともに、栄東地区で住む人、働く人、さ
らには訪れる人も含めた共通目標となることを目的に作成。

江戸時代より、栄四丁目一帯が城下町の一角を形成。
明治以降、東陽通の由来となる東陽館（写真）が開業
（M30～36年)し、栄五丁目も市街地を形成。
戦後、女子大小路の由来となる中京女子大学(現至学館大学)

が立地。現在、名古屋の都心・栄
地区における繁華街として発展。

人口構成：10代以下が極端に少ない。
名古屋市・名古屋圏人口も人口減少社会へ

外国人 ：外国人居住者が多く大半がアジア国籍
地価 ：バブル景気後（1986～1991）数年に渡り下落。

回復途中にリーマンショック（2008）により
再び下落するも、近年は回復傾向。

土地利用：近年、集合住宅や駐車場が増加

まちづくりアンケート(2016年度)

まちの将来像として望ましいもの
全体：「犯罪や交通事故のないまちづくり」

「衛生的で快適に過ごせるまちづくり」
「災害に強いまちづくり」

住民：「高齢者」「子育て」「健康」
「緑が豊富・潤い」

働く人、訪れる人：「商業性」「にぎわい」

まちづくりビジョン 骨子（案） スケジュール（案）

ビジョンの方向性 周辺の居住人口や地区の昼間人口が減少する中、住宅と繁華街が共存し、
年齢、性別、国籍、職業、文化などにおいて多種多様な要素が混在する特徴を
活かし、持続可能な「住みたい、働きたい、訪れたいまち」を目指す。

キャッチフレーズ 「持続可能な懐の深いまち 栄東」

安
心
・
安
全
・
快
適 

施策 事業 スケジュール（短期・中期、継続） 

地域防犯

力の向上 

防犯カメラの整備 
 

防犯パトロール 

啓発活動 

 

地域防災

力の向上 

防災訓練、防災講習会 

啓発活動 

 

環境美化 

路上、公園等の 

ゴミ対策 

 

落書き消し 
 

違法看板撤去 
 

に

ぎ

わ

い

づ

く

り 

公園の 

整備 

池田公園の再整備 
 

児童遊園地等の整備 
 

清掃活動 
 

道路空間

の整備 

道路のあり方検討 
 

違法駐車対策 

(ソフト) 

 

放置自転車対策 

(ハード・ソフト) 

 

街路灯の

整備 

街路灯の整備 

 

 

イベント

の実施 

夏祭り 

イルミメーション 

イベント等 

 

地域の 

活性化 

商業地区活性化 
 

情報発信力の向上 
 

多
文
化
共
生 

外国人等

との共生 

相談事業 
 

地域交流事業 
 

 

整備 

整備構想・設計   ・  施  工 

整備構想 ・ 社会実験    

モデル整備 ・ 拡大整備 

整備構想・設計   ・  施  工 

Free Wi-Fiの整備、地域魅力の発信 

研究 ・ 社会実験  ・  実施 

安心・安全・快適

地域防犯力の向上、
地域防災力の向上、
環境美化

安心・安全で快適なまちづくりを
進める。

施策

にぎわいづくり

公園の整備、道路空間の整備
街路灯の整備、イベントの実施
地域の活性化

道路・公園などの公共空間の活用
や商業地区のリノベーション等に
より、にぎわいづくりを進める。

施策

多文化共生

外国人等との共生

施策

国籍、性別、年齢問わず、多様な
人々が住み、働き、訪れたくなる
場づくりを進める。

施策の推進体制の確立 持続可能なまちづくりを進めるため、エリアマネジメント組織の確立に取り組む。

将来にかけた人口推移（東海3県）

栄グランドビジョン(2013年度)

＜方針２ 民間再開発の促進＞
・民間再開発ルールづくり
・低利用地街区の開発や
老朽化建築物の更新

＜方針３ 界隈性の充実＞
・魅力的な界隈形成・
エリアマネジメント

・回遊性の向上

栄まちづくり憲章(2008年度)

＜地区別理念：栄東地区＞
「楽しいまち、住みよいまち、
住みたくなるまち」

①多種多様な人々との共生
②美しい環境の創出
③安全で安心なまちづくり

名古屋市の計画など

別紙1-1

この部分の見直しが必要



栄東地区を取り巻く最近の動向
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栄四丁目 栄五丁目

人口・世帯動向

2020年度のコロナ禍の影響はあるものの、
栄五丁目を中心として人口・世帯数が増加し、
11年間で373人、336世帯増加。
現在も新規マンション建設があるなど、
今後もしばらく人口増が続くと予測される。

住環境の整備がますます必要になる

・コミュニティサイクルの進展（3事業者）
・久屋大通の再編・再開発
・ウォーカブルまちづくり（公共空間活用）推進
・リモートワークなどによるオフィス需要低下
など

資料：名古屋市公簿人口（各年10月1日現在）

2021度

コロナ禍による影響（地域活性化事業の中止）がある中で、防犯・防災事業、環境美化事業
は継続実施したことを踏まえ、まちづくりビジョン策定を進める。

今年度の防犯事業・防災事業、環境美化事業に主体的に参加している地域住民・事業者約10
人を2グループに分けて集め、まちづくり活動の目的・課題・効果を事業評価シート等を参
考にして話し合い、それぞれのグループの意見を学び合うワークショップを開催する。

目的：まちづくりビジョンの基礎となるまちづくりの施策の方向性を明確にす
るために、各活動（防犯、防災、環境美化）の目的・効果・課題を共有する。

時期： 2022年1月～2月 全3回程度

栄東地区まちづくりビジョン 再検討に向けた進め方（案）

都心部周辺の動向

2022年度

ワークショップを事業毎に複数回開催する
例：地域活性化事業（夏まつり）
多文化共生事業（相談、イベント）

上記で集約した意見をふまえ、アフターコロナを見
据え、
構成団体が知恵を出し合い、各まちづくり活動を継
続した先にある、街の未来像を共有し、まちづくりビ
ジョンを策定する

WS1：グループA
地域構成団体から2～3名ずつ選出

防犯事業・防災事業、環境美化事業
に主体的に参加している人

WS2：グループB
地域構成団体以外の人

防犯事業・防災事業、環境美化事
業に主体的に参加している人

Aグループ
意見

Bグループ
意見

WS3又は情報共有
各グループ
意見の共有

別紙1-2
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街路灯仕組みの改善について（1 月運営会議資料） 

 

【補助金の適正執行に向けた考え方】 

〇協議会所有の街路灯において収入が発生することは望ましくない。 

〇収入とは、広告料、電灯料等の名目によらず、街路灯に付随するすべての収入を指す。また収入には、

広告主に電灯料を負担させる行為、協議会以外の第３者が収入を得る行為も含む。 

 

【12 月協議会における審議可決事項（資料再掲）】 

栄東まちづくり協議会の街路灯に対して広告料が発生しない事業スキームに変更する。 

・協議会所有の街路灯について、来年度より一律で広告料の徴収を行わない。 

 ・来年度以降に設置する街路灯については広告枠なしモデルとする。 

・後付けの広告掲出を希望する場合は、街路灯事業における収益が発生しないよう、掲出に係る費用 

（看板作成費・工事費等）を含めた一切を広告主の負担のもと行うこととし、広告枠の設置に伴い 

まちの景観を損なうことのないよう広告主と町内会の間でよく調整する。 

 ・現時点で広告のついている既存街路灯については、来年度以降は無償掲出とする。 

 ・電灯料の支払いについては協議会が全額負担する。 

※ただし、広告枠の取り扱いについては、引き続き精査を行うこととなった。 

 

【現状について】 

12 月末、協議会と町内会で締結している広告枠管理委託契約を年度末で終了する旨について、協議会よ

り町内会長に通知した。あわせて、町内会・広告主間の契約についても年度末で終了してもらうよう、該

当町内会長に依頼した。 

 

【街路灯の広告枠の取り扱いについて（※12 月協議会における継続審議事項）】 

（１）協議会所有の街路灯については以下のものがある。 

  ① 協議会が設置した街路灯（広告枠ありモデル） 

  ② 協議会が今後設置する街路灯（広告枠後付けモデル） 

  ③ 町内会が設置し、協議会に所有権を移管した街路灯 

（２）広告枠の取り扱いについては以下の運用が考えられる。 

Ａ 広告枠の電灯を点灯する。（現状のまま） 

Ｂ 広告枠の電灯を消灯する。 

Ｃ 掲載広告を撤去する。（撤去後の広告枠については無地または広告以外のものを掲載） 

 

整備済の街路灯と今後整備が予定されている街路灯の間で、町内会間や広告主間で差が生じてしまう

ことを踏まえつつ、地域の実情に応じた取り扱いについて検討する必要がある。 

 

  

別紙 2 
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【街路灯の広告枠の取り扱い（案）】 

 

 ①協議会既設 ②協議会新設 ③移管 懸念事項 

ア 点灯 点灯 点灯 ・整備済の町内会と今後整備する町内会の間に不公平感がある。 

・通常の照明だけで十分な照度が担保されている街路灯について

も、広告パネル分の電灯料を協議会が余分に負担することになる。 

 

 

イ 消灯 消灯 消灯 ・広告主に不利益が生じる。 

・特に移管分のうち、現時点で広告料の徴収を行っていない街路灯

については、広告主の不利益のみとなる。 

・消灯作業に費用が発生する。 

・移管分は消灯すると照度が著しく損なわれる恐れがある。 

ウ 撤去 ― 撤去 ・広告主に不利益が生じる。 

・今年度新設分については広告掲載に向け手続きを進めている。 

・特に移管分については、移管前のスキームを踏襲するかたちで広

告契約がされているところが多数のため、不利益が大きい。 

・撤去作業に費用が発生する。 

・協議会可決事項（後付けを認める運用）の修正が必要。 

エ 撤去 ― 消灯 ・撤去と消灯の両パターンが発生し、広告主間の不公平感がある 

・撤去作業、消灯作業に費用が発生する。 

・移管分は消灯すると照度が著しく損なわれる恐れがある。 

・協議会可決事項（後付けを認める運用）の修正が必要。 

 

オ 消灯 消灯 点灯 ・消灯と点灯の両パターンが発生し、広告主間の不公平感がある。 

・広告主に不利益が生じる。 

・消灯作業に費用が発生する。 

 

 

 

すべての広告を撤去 

新設の広告枠掲載も不可 

 

すべての広告パネルを点灯 

すべての広告パネルを消灯 

協議会設置分は広告を撤去 

移管分は消灯で対応 

新設の広告枠掲載も不可 

協議会設置分は消灯で対応 

移管分は照度が低いため、防犯性 

の担保から広告パネルも点灯 
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識別記号 旧街路灯 基数 新街路灯 基数 独立柱合計 電柱供架 基数 合計 必要枚数
MY 2 13 15 15 17
MH 16 70 86 86 88
NS 5 29 34 34 36
MS 7 12 19 19 21
NK 26 26 26 28
MN 40 4 44 44 46
TM 2 2 2 4 2
ON 47 47 47 49
OS 25 25 25 27
OY 23 2 25 6 31 25
OG 8 8 8 8
OR 20 20 4 24 20

219 132 351 12 363 1
34

402
＊　電柱供架は防犯灯灯具にしか貼れない。それでは
見えないので、貼付けなしとする。

＊　必要枚数は、現場で貼り付ける時に町内会別基数に間違いが生
じた場合のために、一部の町内会は独立柱の基数にプラス2とし、そ
の番号までのシールを作成する。

OR
防犯カメラのみ MN0C

合計
予備(識別標記なし)

合　　　計
東陽町5丁目(老松第6・7)

老松学区第二

南武平町北部
西新町
宮出町西部
西瓦町

老松第3(松島町)

月見町
南武平町南部

NK

所管町内会
南久屋町

老松学区第4
老松学区第5

識別シールの種別
MY
MH
NS
MS

MN
TM

OS
OY

ON

OG

MH49MH48

MH83MH82

MH70

MH65

MH86

B87 B88

B281

B225

B223

ON1 ON2
ON3

ON5

ON7

ON8

ON4

ON13
ON15

ON11

ON10

B162

ON9

ON16 ON18 ON20
ON14

ON25

OS42

ON26

ON41

ON28

ON44

ON29

ON43

ON30 ON31

ON45

ON32
ON33

ON21

ON24

ON22
ON23

B203

ON36

ON35

ON38

ON37

ON40

ON40ON39

OS24

OS7

OS25

OS8

OS20
OS18

OS11

OS9

OS6

OS21
OS19

OS12

OS10

OS13
OS14

OS15

O22

OS3

OS1

OS17

OS5

OS16

OS4

OS2

NK20

NK22

NK24

NK10

NK13 NK14

NK15

NK19

NK21

NK23

NK26

NK9

NK11

NK12

NK7

NK16

NK17

NK18

NK25

NK1

NK4

NK5

NK6

O8 OR11 OR13 OR14 OR16 OR18

OR9

OR1

OR3

OR7 OR10 OR17OR15

OY3 OY5 OY7 OY9 OY11 OY13 OY15

OY16OY4 OY6 OY8 OY10 OY12 OY14

OY17

OY18

OY19 OY21

OY20

OY22

OY23

OG1 OG4 OG6

OG2 OG3 OG5 OG8

OG7

TM1

MN1 MN3

MN2 MN4
MN5 MN6

MN7 MN8

MN26

MN13

MN22

MN14

MN21

MN15

MN12

MN10

MN9

MN25

MN11

MN23

MN37

MN36

MN38

MN18

MN0C

MN19

MN40

MN20

MN41

MN27

MN42

MN24

MN43

MN28

MN44

MN32

MN34

MN35

MN33

MN17MN16

MS18

OR6

OR19

OR12

OR20

OR2
OR4

OR5

ON1

OY1

OR1

OS1

MY1

MH1

NS1

MS1

MN1

TMD1

NK1

OG1

MH85

MH71

MH1

MH2

MH3

MH6

MH5

MH21

MH22

MH23

MH24

MH25

MH40

MH4

MH41

MH42

MH47

MH55

MH57

MH56

MH58

MH59

MH72

MH73

MH74

MH75

MH76

MH77

MH7

MH8

MH9

MH10

MH26

MH27

MH28

MH29

MH43

MH44

MH45

MH60

MH61

MH62

MH63

MH78

MH79

MH80

MH81

MH11 MH14MH12 MH13 MH15

MH31

MH34
MH32

MH33 MH35

MH36

MH37

NS8

NS15
NS13

NS14

NS9

NS11
NS10

NS12

NS16 NS18

NS17

NS23
NS26

MH52MH51 MH53

NS5

NS6

NS7

NS19

NS1

NS2

NS3

NS4

NS30

NS31

NS32

NS33

NS20

NS21

NS22

NS29

MS1

MS2

MS3

MS4

MS5

MS6

MS7

MS12

MS13

MS14

MS15

MS16

ON12

ON27

ON34

ON6

B85 B86

MS8 MS9
MS10 M11

MY1

MY2

MY3

MY4

MY6 MY7 MY8 MY10

MY5

MY13 MY14 MY15

TM12 TM2
OY24 OY25 MN39

B285
MH50

B66
B69B68B67

NS24 NS25 NS27 NS28

B75
B73

B77 B78

B76

MH66MH64
MH67

MH69MH68

B94
MH84

B275
B103

B101
B100B278 MS19

MS17
NK2

ON17 ON19

B71 B72

MY1

MH1

MS1

TM1

OY1

MN1

TMD2

OYD1

ORD1

TMD2

OYD1

OYD2

OYD3

OYD4

OYD5

OYD6
ORD1 ORD2 ORD3 ORD4

MH30

MH46MY9

MN29 MN30 MN31

MH16 MH19MH17 MH18 MH20

MH38

MH54

MY11 MH12

NS34

NK3

NS1

OS23

NK8

MH39

新街路灯設置可能性大

のため番号確保

OY1

OY2

TM1

ON46

ON47

2021.03.31.-街路灯位置-町内会別-新旧通番-修正


